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挨　　拶

ただいまご紹介いただきました常務理事の近藤です。私からは，今
年度の重点活動計画（案）につきまして説明させていただきます。詳
細はお手元の資料にございますが，今回，その中からポイントのみを
パワーポイントを使い，説明させていただきます。
まず，スローガンでございますが，昨年度のものを引き継ぎたいと
思います。スローガンは同じですが，それでは何も変わらないのかと
いうとそうではございません。取り巻く環境は昨年度からは随分変わ
っていると認識しております。同じスローガンでも，どういう認識の

もと今年の活動をやっていくのかということにつきまして，少しご紹介したいと思います。
昨今の世界経済の状況は，いろいろ不安材料もございまして，将来の見通しが立たず，予断を許さ

ない状態にあると思います。今回のサミットでも，安倍首相は，今，大きなリスクに直面していると
おっしゃっておられるように，そのような環境だと思っております。
その中で日本はどうすべきかというと，アベノミクスの成長戦略であり，その中でも，やはり，イ

ノベーションがキーになるのではないかと思います。安倍首相のお言葉を借りますと，成長戦略の大
事なところは，民間の創造的な活動を鼓舞し，国籍を超えたイノベーションを起こすことだというふ
うにおっしゃっております。我々産業界に求められるのは，やはり，イノベーションを起こしていく
ことであり，知財の面からそのイノベーションをどう促進するのかというのを考えていくのが重要か
と思っております。
そのような重要なイノベーションの取り巻く環境としては，３つほどポイントがあるのではないか
と思います。それについて少し説明させていただきます。
１つ目は，TPPに象徴されるような経済連携です。このように経済連携が推進されると巨大な経済
圏が誕生し，グローバルの競争がもっと激化するだろうと思っております。そのように激化した競争
環境の中で，それに打ち勝つような大きなイノベーションを起こすということが，我々産業界には求
められるのだろうと思っております。
第２点目は，オープン・イノベーション。昨今の技術は，やはり，皆さんもご承知のとおり，高度

化，複雑化しておりますし，開発スピードも速さが求められております。そのような環境の中でイノ
ベーションを起こそうとすると，個社，あるいは単独ではやり切れるものではないというのが実情で
はないかと思います。そのため，企業間，あるいは大学や国と連携して大きなイノベーションを生み
出していく，そういう仕組みが必要になってくるというのが現実なのかと考えております。このよう
に，イノベーションを起こす主体，企業，大学も含めて，その間の垣根というのも随分低くなってき
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ているのが今の環境かと考えております。
３番目は，デジタル・ネットワーク。IoTという言葉を新聞で見ない日はないのではないかという
ぐらい今これはホットなキーワードになっております。このように，デジタル・ネットワークが急速
に発展しますと，地理的な制約なしに，少なくともそれに近い状況でイノベーションが起きつつある
というのが現状及び近い将来ではないかと考えております。
このような３つの環境下のもと，先ほども申しましたように，主体の垣根を越え，あるいは国境を
越えて情報だとか知恵，あるいは技術，人，物というものが動いていく，いわゆるボーダレスな環境
というのが目前に迫っていると認識しております。
一方，知財システムはどうかと申し上げますと，そもそも属地的なものでありますし，そもそも権
利者至上なので，これはしようがないところがあるのですが，そういうところが足かせになって，将
来的には制度だったり運用面というところで限界が来るのではないかと思っている次第でございま
す。そういった中で今求められているのは，次世代の知財システムというものはどうあるべきか，運
用というのはどうあるべきか，そういうのを考えて構築していくということではないかと考えます。
そのような認識のもと，今年度，JIPAの活動として，産業界の視点でイノベーション推進に向け，
次世代の知財システム，知財マネジメントの検討を進め，JIPAならではの提言を行っていきたいと
考えております。また制度がございましても，やはり，それを運用するのは人でございます。ですの
で，知的財産をどのように使えばイノベーション促進になるのか，それをどうやったら実現できるか，
実践力のある人材を育成していきたいと考えております。
ここにございますのが活動計画（案）の主なところでございます。見た目は昨年とあまり変わると
ころはございません。ただし，先ほど申し上げましたとおり，そのような思いのもと，国内外の法制
度の改革だとか，あるいは制度調和，人材育成，そういったところに取り組んで，会員企業の皆様に
貢献できるように，今年度も活動してまいりたいと考えております。
活動体制ですが，委員会は18委員会，これは昨年度と同じでございます。プロジェクトにつきまし
ては，３つ改廃しました。１つは職務発明，それから営業秘密，経済連携，この３つのプロジェクト
は成功裏に終わったと考えておりますので，今年度は廃止ということです。
そのかわり，２つのプロジェクト，次世代コンテンツ政策，知財活性化プロジェクトを新しく起こ
したいと考えます。前者のプロジェクトは，先ほど来申し上げているとおり，次世代の知財システム
をどうするかというところを考えるものでございます。初めのところは，著作権に重きを置いた議論
になると思いますけれども，このテーマ自体，日本の「知的財産推進計画2016」でも挙げられたテー
マでございますので，そこにもしっかり提言を行っていき，活動をしたいと考えております。後者の
プロジェクトは，これも「知財推進計画2016」にございます。そこの中では，知財紛争処理システム
の機能強化ということで銘打って取り上げられておりますけれども，JIPAとしましては，システム
の変更ありきということではなく，知財活用意識を向上させるような取り組みなど含めて，幅広く検
討していきたいと考えております。具体的な施策につきましては，お手元の資料をごらんいただけれ
ばと思います。
今，申し上げましたとおり，経済，事業の取り巻く環境というのは大きく変わりつつあると思いま

す。そのような中でも，やはり，そのような中だからこそかもしれませんが，世界から期待され，世
界をリードするJIPA，これを目指して今年度も活動していきたいと思います。
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それでは，次に，この重点計画に基づきまして，予算を立案いたしました専務理事よりその詳細を
ご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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